
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【POINT】 

※地域分権だけではなく、行政内分権(地域振興事務所など地域との協働がしやすい体制整備)も並行して必要。 

※地域振興事務所同士の競い合いも期待。 

都市内分権イメージ図② 

①地域分権(地域への財源等の移譲) 

②行政内分権(地域密着・協働型の仕組み) 
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